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農業委員会が発行する 

証明書等の有料化について 
  

農業委員会が発行する証明書等は、これまで無料で交

付しておりましたが、受益者負担の公平性を図るために、

下表のとおり、令和６年４月１日から有料となります。 
 

区 分 （１通当たりの）単価 

耕作証明 

３５０円 

耕作面積証明 

賃借権等に係る証明 

農地法３条、４条、５条の許可を受
けている証明 

農地法４条、５条の受理証明 

相続税、贈与税に係る納税猶予証明 

農用地利用集積計画を公示した証明 

引き続き農業経営を行っている証明 

競公売買受適格証明 

非農地証明 
１，０００円 

工事完了証明 

農地記録の事項の交付 ３５０円 


